
図書館協議会とは？
市民の皆さまの意見を広く反映し、図書館運営や図書館
サービスをより一層充実させるために開く協議会のことです。

２　応募資格
① 市内に居住する18歳以上の方
② 公共図書館の運営及び図書館

サービスについて関心のある方
③ 読書活動の推進に関する活動を

行っている方

１　活動内容
図書館協議会の会議等に出席し、図
書館運営や図書館サービスについて、
ご提案いただきます。

３　応募方法
別紙「大村市図書館協議会委員応
募申込書」に必要事項を記入し、ミラ
イｏｎ図書館3階カウンターまでご持
参ください。または、郵送・メールにて
ご提出ください。

４　募集期間
令和８年２月２８日（土）から
令和８年３月２９日（日）まで

５　募集人数
１名

６　選考方法
大村市図書館協議会委員応募申込
書に記載された内容に基づき選考し
ます。

７　その他
①　 報酬等
      大村市の規定により委員報酬を 
      お支払いします。
②　 任期
      令和８年6月1日から令和１０年
      5月31日まで（２年間）

お問い合わせ

大村市立図書館（ミライｏｎ図書館）　TEL：0957-48-7700

詳細は裏面をご覧ください。

大村市図書館協議会委員
を募集します

募集期間：令和８年２月２８日（土）から
　　　　   令和８年３月２９日（日）まで



大村市図書館協議会委員の公募について

　大村市教育委員会では、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）及び大村市立図書館条例（昭和４８年
条例第２０号）に基づく図書館協議会を設置しています。
　令和８年５月３１日にて任期満了となる委員の改選にあたり、下記のとおり、委員の一部を公募し、市民
の皆様の意見をより広く反映できる委員構成とすることで、図書館運営や図書館サービスをより一層充
実させることを目的とします。

記

１　活動内容
    図書館協議会の会議等に出席し、図書館運営や図書館サービスについてご提案等をいただきます。

２　応募資格　次のいずれにも該当する方
　 （1）市内に居住する１８歳以上の方
　 （２）公共図書館の運営及び図書館サービスについて関心のある方
　 （3）読書活動の推進に関する活動を行っている方

３　応募方法
    別紙「大村市図書館協議会委員応募申込書」に必要事項を記入し、ミライｏｎ図書館３階カウンター 
までご持参ください。又は、下記の宛先等へ郵送、メールにてご提出ください。

　 （１）〒８５６－０８３１　大村市東本町４８１番地　ミライｏｎ図書館（大村市立図書館）
封筒に「大村市図書館協議会委員応募申込書在中」と明記してください。

　 （２）メールアドレス：tosyokan@city.omura.ｎagasaki.jp
メールの件名に「大村市図書館協議会委員応募申込」など明記してください。

４　募集期間　　令和８年２月２８日（土）から令和８年３月２９日（日）まで
　　 ・持参される方       受付時間は、ミライｏｎ図書館の開館時間とします。
　　 ・郵送される方       令和８年３月２９日（日）午後６時までに到着したものを有効とします。
　　 ・メール送信の方    令和８年３月２９日（日）までに受信できたものを有効とします。

5　募集人数　　１名
    本協議会は、学校教育関係団体、社会教育関係機関・団体、家庭教育の向上に資する活動を行う者、
学識経験者から選ばれた委員と公募で選ばれた委員の合計１０名で構成します。　

７　選考結果　　大村市立図書館から応募者全員にご連絡します。

1１　そ　の　他
     （１）選考後に大村市教育委員会において、図書館協議会委員任命の議決を受ける必要があるため、

委員就任の正式決定は令和８年５月下旬頃となります。
　　  （２）選考結果が募集人数に達しなくても再募集はいたしません。
　　  （３）収集した個人情報は、図書館協議会委員候補者選考の目的以外に使用することはありません。

６　選考方法　　大村市図書館協議会委員応募申込書に記載された内容に基づき選考します。

８　任　　　　期　　令和８年6月１日から令和１０年５月３１日まで（２年間）

９　開催日数　　年２回程度（令和７年度実績：第１回　令和７年７月８日、第2回　令和８年２月９日）

10　報　酬　等　　大村市の規定により委員報酬をお支払いします。

1２　お問い合わせ
　　　 大村市立図書館（ミライｏｎ図書館）　
      〒856-0831　長崎県大村市東本町４８１

 TEL：0957-48-7700　FAX:0957-48-7703
 E-mail：tosyokan@city.omura.ｎagasaki.jp


